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千葉市における喫煙対策の現状
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健康増進法の規制を上回る条例を施⾏
千葉市における受動喫煙対策は、2020年4⽉1⽇に全⾯施⾏された

改正健康増進法と、同⽇施⾏の「千葉市受動喫煙の防⽌に関する条
例」を⼆本柱として実施されている。
改正健康増進法により、多数の者が利⽤する全ての施設で原則屋

内禁煙とされ、特に学校・病院・⾏政機関庁舎等の第⼀種施設では
原則敷地内禁煙が求められている。
また、同法では、第⼆種施設にあたる飲⾷店でも原則屋内禁煙と

する⼀⽅で、既存の⼩規模飲⾷店においては、⼀定の要件のもと喫
煙を認める経過措置が設けられている。
これに対し千葉市条例は、法を上回る独⾃規制として、既存の⼩

規模飲⾷店であっても従業員がいる場合には店内を喫煙不可とする
など、厳格な枠組みを導⼊している。

（２）千葉市の現状認識

千葉市受動喫煙条例の上乗せについて

現在までの千葉市による取組

具体的には、多数の⼈が利⽤する⺠間施設については、施設
区分に応じた屋内禁煙・喫煙室設置基準・標識掲⽰義務等が定
められ、違反した施設管理者には最⼤50万円以下の過料が科さ
れる仕組みとされている。
とりわけ、上述の従業員のいる既存⼩規模飲⾷店における喫

煙禁⽌や、20歳未満の者を喫煙可能場所に⽴ち⼊らせない義務、
保護者の受動喫煙防⽌の努⼒義務などにより、労働者や⼦ども
の健康保護が強化されている。
併せて、喫煙者が喫煙禁⽌場所で喫煙した場合には30万円以

下の過料が科され、条例の実効性確保が図られている。

国は望まない受動喫煙の防⽌を⽬的に、主に喫煙室の設
置・改修への助成を⾏う⼀⽅、千葉市は「禁煙化⽀援」に
フォーカスし取り組んでいる。
飲⾷店の全⾯禁煙化を促すため、2018〜2019年度には、

期間限定で、既存喫煙室の撤去や壁紙張替えなど禁煙化改
修に要する費⽤の9割（上限10万円）を補助する制度を設
け、国が主に喫煙室の設置・改修を対象とする助成とは対
照的に、あえて「撤去」に焦点を当てた。
また、条例施⾏と同時にウェブサイトやLINEを⽤いた

「受動喫煙SOS」通報システムを導⼊し、市⺠が違反を簡
便に通報できる体制を整備した結果、施⾏から半年で約
450件の情報が寄せられ、多くが禁煙店内での喫煙や店舗
出⼊⼝付近の灰⽫周辺での喫煙に関する苦情で、市は灰⽫
の移設・撤去指導などの対応を⾏っている。



千葉市における喫煙対策の傾向と課題
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（２）千葉市の現状認識

千葉市路上喫煙・ポイ捨て防⽌条例
千葉市は、市内の美化と歩⾏者の安全確保を⽬的に、

「千葉市路上喫煙等及び空き⽸等の散乱の防⽌に関する条
例」（路上喫煙・ポイ捨て防⽌条例）を2011年1⽉に施⾏
している。
道路や公園など屋外公共空間では指定喫煙所以外での喫

煙を控える努⼒義務を課し、空き⽸や吸い殻などのポイ捨
てを禁⽌している。
とりわけ駅前周辺を「路上喫煙等・ポイ捨て取締り地

区」として指定し、この区域内での路上喫煙やポイ捨てに
は2,000円の過料を科すほか、2011年7⽉からは巡視員が現
場確認後その場で徴収する⽅式を導⼊している。

路上喫煙とポイ捨てのよる景観悪化と⽕災リスク
しかし、JR千葉駅東⼝周辺をはじめ他区域におい

ても、指定区域内での違反喫煙や⺠地での喫煙、区
域内外の歩道や植え込みへの吸い殻散乱が依然とし
て確認されており、駅前空間の景観を損ねるととも
に、市⺠や来訪者に対するまちの印象を著しく低下
させている。
さらに、たばこのポイ捨ては単なる美観上の問題

にとどまらず、重⼤な⽕災リスクを内包している。
2025年1⽉には、⼤阪市北区の商店街で歩⾏者がゴ

ミ置き場へたばこをポイ捨てしたことを契機に⽕の
⼿が上がるぼやが発⽣しており、わずかな不始末が
アーケード全体の⼤規模⽕災に発展しかねない事例
として全国的に報じられた。

JR千葉駅東⼝取締り地区の拡⼤
2026年10⽉から、千葉市はJR千葉駅東⼝の路上

喫煙・ポイ捨て取締り地区を拡⼤する計画であ
る。
具体的には富⼠⾒地区を全域に拡⼤し、本千葉

町および新千葉1丁⽬の⼀部を新たに取締り地区に
追加する。
これにより新たに追加した地区における路上喫

煙やポイ捨ての問題に対応し、美しく快適で安全
なまちづくりを⽬指す。
路⾯標⽰の増設予算として140万円が計上されて

おり、視覚的に取締り地区を明⽰することで、市
⺠や来訪者への周知徹底を図る。



千葉市でのヒアリング結果
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（２）千葉市の現状認識

飲⾷店街の喫煙需要にも応える公衆喫煙所整備を
夜間利⽤型の飲⾷店の多いエリアは、屋外の喫煙所整

備が店舗の⾃主的な灰⽫設置等に依存しており、当該店
舗の利⽤客以外は原則として使⽤できない状況にある。
街区の性質上、夜間を中⼼に喫煙ニーズの⾼い⼈流が

集中するエリアであり、公衆喫煙所が整備されないまま
規制区域に編⼊された場合、喫煙者の⾏き場がなくなり、
実効的な取締りが⼀層困難となることが懸念される。
店舗スタッフや来街者による路上喫煙は常態化しやす

く、巡視員による現場対応だけでは限界が⽣じる可能性
がある。
こうした地区の特性を踏まえれば、規制区域の拡⼤と

同時に、公衆喫煙所の計画的な整備を確実に進めること
が不可⽋と思われる。

取締り最多エリアに集積する路上喫煙の実態
近年の過料徴収件数は、千葉駅東⼝周辺が全取締

り地区の中で最多であり、市内における路上喫煙問
題が最も集積するエリアである。
こうした実態を踏まえ、今回の現地確認およびヒ

アリングはJR千葉駅東⼝を中⼼に実施した。
現地では、取締り地区内や、地区の隣接エリアに

おいて吸い殻の散乱が広範に確認され、路地や私有
地へ⽴ち⼊って喫煙するケースが推察される状況で
あった。
また北側の隣接地である栄町と千葉駅を結ぶみゆ

き通りは夜間の利⽤の多い街であり、随所に吸い殻
が⾒られ、⽕災リスクも感じた。

規制拡⼤に向けて喫煙所整備が待たれるエリア
富⼠⾒地区は現時点では取締り対象区域外であるが、令和

8年10⽉より新たに路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区に編⼊
される予定のエリアである。
同地区内の飲⾷店関係者に対してヒアリングを⾏ったとこ

ろ、「店舗スタッフや来客による路上での喫煙・ポイ捨てが
⽇常的に発⽣しており、歩道に吸い殻が散乱している状況で
環境美化に多⼤な影響を与えている」との指摘。
⼀⽅で、「千葉駅周辺は屋外の喫煙所がほとんどないた

め、喫煙者が結果的に路上喫煙・ポイ捨てをせざるを得ない
状況になっている。富⼠⾒街園に設置すべきだとの話もあっ
た。飲⾷店街には喫煙所の整備が不可⽋だ」との声も。



街の美化促進と「分煙対策」の両⽴が必要
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（２）千葉市の現状認識

街の美化推進のための分煙対策
千葉市において街の景観を維持するには、路上喫煙・

ポイ捨て防⽌対策に加えて「分煙対策」が不可⽋である。
禁煙や路上喫煙禁⽌だけを進めると、喫煙所を奪われ

た喫煙者が駅前や道路脇、店舗⼊⼝周辺に流れ、かえっ
て景観悪化や⽕災発⽣のリスクが⾼まる危険がある。
そのため、駅周辺やオフィス街など喫煙ニーズの集中

するエリアに、屋内外の喫煙所を計画的に整備し、喫煙
を限定的に「囲い込む」ことが重要になる。
路上喫煙・ポイ捨て防⽌と分煙は対⽴概念ではなく

「⼆本柱」と千葉市が位置付けることによって、効果的
な街の美化推進が可能になると考える。

公衆喫煙所の整備1箇所と報道
千葉市は路上喫煙取締り地区（千葉・稲⽑・海浜幕
張・蘇我駅周辺）を設定しながら、市が管理する公衆
喫煙所は海浜幕張駅前の1カ所にとどまっていると報
じられている。
海浜幕張の公衆喫煙所は、設置前後で過料件数・散
乱ごみ・路上喫煙率の減少が確認され、⼀定の抑⽌効
果があったと市の実証結果でも整理されている。
それでも他駅周辺には市設置の喫煙所がなく、「禁
⽌」と「罰則」は整備されているのに、受け⽫となる
喫煙所の供給は極端に薄いというアンバランスが構造
的な課題になっている。

各地で進む喫煙所設置補助
東京都内の区やその他政令指定都市においては、⾃治体による

公衆喫煙所の整備に加え、⺠間事業者等が公衆喫煙所を設置する
場合に、その設置費や維持費を助成する制度を設けている。
街の美化等を⽬的に、公衆喫煙所整備に対して1カ所上限1,000

万円・補助率10/10といった⼿厚い助成を講じる例もある。
また、千葉市と同様に飲⾷店への上乗せ規制を設けている⼤阪

府は、飲⾷店内における喫煙室設置・改修に対し、⾯積あたり上
限額を定めた助成制度を⽤意している。
これと⽐較して、千葉市は「禁煙化⽀援」を優先し、公衆喫煙

所の整備や、⺠間事業者の⽀援を⾏う仕組みが積極的に設定され
ていない。



千葉市内の喫煙所必要数をマップで表⽰
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（３）調査概要

千葉市全域について、KDDIのモ
バイル空間統計に基づき、滞在⼈
⼝の密集度をもとに喫煙所の必要
数を算定する。
特に市の定める「路上喫煙等・

ポイ捨て取締り地区」については、
必要設置数を抽出。



当該エリアを500mメッシュに分割して算定
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（３）調査概要

喫煙所設置数算定の基準

以上 未満 必要数
１万⼈以上 2.5万⼈未満 1
2.5万⼈以上 5万⼈未満 2
5万⼈以上 7.5万⼈未満 3

7.5万⼈以上 10万⼈未満 4
10万⼈以上 12.5万⼈未満 5

12.5万⼈以上 15万⼈未満 6
15万⼈以上 17.5万⼈未満 7

17.5万⼈以上 20万⼈未満 8
20万⼈以上 22.5万⼈未満 9

22.5万⼈以上 25万⼈未満 10
25万⼈以上 27.5万⼈未満 11

27.5万⼈以上 30万⼈未満 12
30万⼈以上 32.5万⼈未満 13

32.5万⼈以上 35万⼈未満 14
35万⼈以上 37.5万⼈未満 15

37.5万⼈以上 40万⼈未満 16
40万⼈以上 42.5万⼈未満 17

42.5万⼈以上 45万⼈未満 18
１万⼈未満 0

喫煙所設置数・算定基準表（⼤阪市調査使⽤分）

（参考）JR京都駅：127,178⼈/⽇（2020年度乗⾞⼈数）、近鉄京都駅：
31,753⼈/⽇（2021年度乗降客数を半分で割った数字）、地下鉄京都駅：
36,647⼈/⽇（2020年度乗⾞⼈数）、JR京都駅周辺喫煙所数8箇所
（JR京都駅＋近鉄京都駅＋地下鉄京都駅）÷８＝24447≒2.5万⼈

基準となる⾯積の根拠

500m

500m

今回の算定で、喫煙所設置数の根拠となった京都駅周辺の設置エ
リア（500m四⽅）を⾯積の単位とする。喫煙所に徒歩で移動で
きる距離（半径300m）に近い⾯積でもある。

駅の影響範囲⇒500mメッシュ
⇒必要設置数を2.5万⼈に1か所（増加分は下表）

KDDIのモバイル空間統計を⽤いて、千葉市を500mメッシュ単位で区分し、それぞれの
メッシュごとに、千葉市の滞在⼈⼝が最⼤化すると考えられる2025年6⽉の1ヶ⽉間につい
て「滞在⼈⼝の最⼤値」を算出・リスト化したうえで設置数を算定した。
滞在⼈⼝が恒常的に少ないエリアまで⼀律に喫煙所を想定すると、過剰整備や維持管理
コストの増⼤につながるおそれがあるため、ピーク時⼈⼝が1万⼈未満のメッシュは今回の
検討対象から除外し、⼀定以上の⼈流が集中するメッシュのみを配置検討のベースとして
いる。
その上で、対象メッシュごとの滞在⼈⼝規模に応じて必要喫煙所数を段階的に設定する
考え⽅を採⽤した。（設置数基準は、⼤阪市調査と同様／下表参照）
※本調査では、京都駅周辺の喫煙所の⾯積を参考にして必要な喫煙所数を算出しているが

     設置場所や条件等によって増減する可能性がある。



千葉市調査範囲内必要喫煙所数

7

（４）結果報告

1〜２カ所

3〜5カ所

6〜10カ所

11カ所以上

◼喫煙所設置必要地域地図⾊分け凡例（500mメッシュ）喫煙所必要設置数は
143カ所との試算

区名 必要設置数 区名 必要設置数
中央区 49 若葉区 9
花⾒川区 15 緑区 8
稲⽑区 24 美浜区 38

合計数 143
※本調査では、京都駅周辺の喫煙所の⾯積を参考にして必要な喫煙所数を算出しているが、

  設置場所や条件等によって増減する可能性がある。



指定区域（必要設置数・既存設置数⽐較）
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（４）結果報告

地区名 必要設置数
JR千葉駅東⼝地区（2026年10⽉以降） 19※

JR稲⽑駅周辺地区 8

JR海浜幕張駅周辺地区 9
JR蘇我駅周辺地区 4

合計数 38

「路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区」について抽出
千葉市が指定する「路上喫煙等・ポイ捨て

取締り地区」周辺について、必要設置数を抽
出して表にまとめた。
→既存設置数の公開情報はJR海浜幕張駅周辺地区の1箇所。

路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区
必要喫煙所数は

38カ所との試算

※拡⼤前の必要設置数は11箇所。



喫煙禁⽌区域周辺・喫煙所必要設置数マップ
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（４）結果報告

稲⽑駅地区（6ヶ所）

JR千葉駅東⼝地区（2026年10⽉以降）（19ヶ所）

1〜２カ所

3〜5カ所

6〜10カ所

11カ所以上

◼喫煙所設置必要地域地図⾊分け凡例（500mメッシュ）◼ 表⽰枠内  にかかるメッシュの
必要設置数をカウント



喫煙禁⽌区域周辺・喫煙所必要設置数マップ
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（４）結果報告

蘇我駅地区（4ヶ所）

海浜幕張駅地区（9ヶ所）

1〜２カ所

3〜5カ所

6〜10カ所

11カ所以上

◼喫煙所設置必要地域地図⾊分け凡例（500mメッシュ）◼ 表⽰枠内  にかかるメッシュの
必要設置数をカウント



千葉市における喫煙所整備促進について
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（５）総括

喫煙所設置規模の考え⽅
本調査では、KDDIのモバイル空間統計をもとに千葉市を500mメッシュ単位で区分し、
滞在⼈⼝の最⼤値を基準として喫煙所の必要設置数を算定した。
その結果、市内全体として必要な喫煙所数は143箇所と試算され、特に⼈流が集中する
中央区（49箇所）・美浜区（38箇所）・稲⽑区（24箇所）での整備が優先課題として⽰
された。この数値は、規制強化に伴う市⺠の納得感やルール遵守を⽀える基盤インフラの
⼀つの指標である。

重点エリアへの戦略的配置
試算結果は、喫煙所を市内に⼀様に分散させるのではなく、⼈流が集中し喫煙ニーズが

顕在化しやすいエリアを中⼼に設置することの重要性を⽰している。
とりわけ市が指定する路上喫煙等・ポイ捨て取締り地区（千葉駅・稲⽑駅・海浜幕張

駅・蘇我駅周辺）については必要設置数が38箇所と試算されており、取締り強化と喫煙所
整備を連動させた戦略的な配置が求められる。

官⺠連携による整備・運営
現在の千葉市は「禁煙化⽀援」を優先する施策⽅針のもと、公衆喫煙所や⺠間喫煙室の

設置・維持を後押しする仕組みが未整備な状況にある。
必要な喫煙所ネットワークを持続的に維持するためには、⾏政だけでなく鉄道事業者・
商業施設・飲⾷店組合等との官⺠連携が不可⽋であり、⺠間が活⽤しやすい助成⾦制度の
整備等を通じて、重点エリアにおける喫煙所の量・質を確保していくことが求められる。

住みやすく清潔なまち千葉の達成のために
千葉市はすでに受動喫煙防⽌条例・路上喫煙取締り条例の両輪を整備し、「喫煙即過

料」「パトロール実施」等の取組みを通じ、独⾃に規制を強化してきた都市である。
今後は、規制強化の趣旨に基づく実効性の担保に向け、喫煙所整備を推進していくこと
で、「住みやすく清潔なまち千葉」の実現につながると考えられる。

喫煙ニーズが集中する取締り地区への設置推進
近年の過料徴収件数は、JR千葉駅東⼝周辺地区が全取締り地区の中で最多であり、路上
喫煙問題が最も集積するエリアである。
また、同地区は2026年10⽉に取締り地区が拡⼤される予定であるが、現地調査では代

替となる屋外喫煙所が極めて少ない実態が確認された。
特に、規制区域に新たに編⼊される富⼠⾒地区のような飲⾷店街については、現状のま
ま規制のみが先⾏した場合、実効的な取締りが困難となることが懸念される。
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（５）総括

「プランワークス政策研究所」（旧トレンドラ
ボ）は、次世代のプランニングを創造する政策研究
シンクタンクとして、⾏政課題や社会課題に関する
独⾃調査・分析を⾏う専⾨ユニットです。
そこで得られた知⾒を、政策提⾔やレポート制作

だけでなく、具体的な企画・施策の設計にも反映
し、⾏政・企業双⽅のパートナーとして機能するこ
とを⽬指しています。

株式会社プランワークス
株式会社プランワークスは、2013年に設⽴された

調査企画会社です。
公共政策や⾏政分野を中⼼に、企業・団体のマー

ケティングや広報に関する各種リサーチと企画⽴案
を⾏い、データに基づく実践的なプランニングを提
供しています。

プランワークス政策研究所とは

プランワークス 政策研究所
E-mail ppi@planworks.jp

＜連絡先＞
※調査に使⽤した元データご希望の際は、

下記よりお問い合わせください

※各メッシュごとの設置数などの元データご希望の際は、メールまたは
HPフォームよりお問い合わせください


